
施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 --

キーコード：202

出力日：令和08年03月16日
事務事業名在宅障害者通園事業

15
基本事業： 01自立生活の支援 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①自立支援給付（介護給付）の利用者数
②自立支援給付（訓練等給付）の利用者数
③施設入所から在宅生活へ移行した障がい者数（計画期間内累計）
④障がい児通所支援の利用者数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

在宅の障がい者で、重度の身体及び知的障がい者、その他
市長が必要と認める者

事業の内容は
①日常生活上の支援に関すること。
②創作活動や生産活動の機会の提供に関すること。
③その他障がい者の自立と社会参加の促進に関すること。

なお、さるびあ学園は、指定管理者制度を導入しており、現在は筑紫野市
社会福祉協議会が運営を行っている。

さるびあ学園に通所することによって、排せつや食事等の
日常生活上の支援及び創作的活動等の機会の提供を受ける
ことによって、障がい者の社会参加を促進する。

計画年度 昭和53年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

イベント、地域との交流参加人員 17 2018 20 20

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
1,418 0 0計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

0 0 0
0
0

0 0
0 0

0 0 0
1,418 0 0

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.2 0.2 0.2
1,563 1,605 1,676
2,981 1,605 1,676

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

●

○

利用人数の増減はほとんどないが、重度障がい者が利用できる市内の通所施設として定着している。
令和6年度は余剰金が指定管理委託料を超えたため、指定管理料全額が返還となる。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

重度の重複障がい者が利用できる通所施設が市内に少ないため、長期
利用されている方が多い。

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は大

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

あり

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

指定管理者へ関係機関への営業を行うように指示している。

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

さるびあ学園は、昭和53年に重度の知的障がい、身体障がいを持
つ18歳未満の障がい児のための市内唯一の在宅通園施設として開
設。平成22年度から障害者自立支援法に基づき重度の心身障がい
者及び障がい児を対象とした生活介護、日中一時支援事業を実施
する事業所へと転換を図った。

令和7～11年度：指定管理者（社会福祉法人　筑紫野市社会福祉
協議会）
令和7年度からは管理業務を利用料金収入で行うため、指定管理
委託料は廃止する。なお、実施条件を超える需要変動が生じた場
合は基本協定に基づき対応する。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

人

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-04-172

キーコード：1189

出力日：令和08年03月16日
事務事業名障害支援区分等審査会事業

15
基本事業： 01自立生活の支援 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①自立支援給付（介護給付）の利用者数
②自立支援給付（訓練等給付）の利用者数
③施設入所から在宅生活へ移行した障がい者数（計画期間内累計）
④障がい児通所支援の利用者数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

障がい福祉サービスを受けようとする障がい者等（身体障
がい者、知的障がい者、精神障がい者及び政令で定める難
病である者のうち18歳以上である者）。

＜事業の内容＞
筑紫地区５市で共同設置した審査会（10合議体で構成）において、障害者
総合支援法に定める介護給付費等の支給に関する障害支援区分の審査及び
判定を行う。

＜事業の手順＞
①各市において概況調査、認定調査のデータを入力し判定ソフトにより一
次判定を行う。　
②審査会（合議体）において、一次判定結果、その他特記事項、医師の意
見書等を基に審査を行い、一次判定を確定し、障害支援区分の二次判定と
有効期間を決定する。

中立かつ公正な立場の審査会（障がい保健福祉の学識経験
者で構成）において、障がい福祉サービスの必要性を明ら
かにする障害支援区分を判定することによって、給付費等
の支給決定手続きの透明化・公平化を図る。

計画年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

障害程度区分の決定を行った者の数 216 250273 250 250

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
6,226 6,382 11,254 6,604計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

0 0 0 0
0
0

0 0 0
0 0 0

0 0 0 0
6,226 6,382 11,254 6,604

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.5 0.5 0.5
3,908 4,012 4,191
10,134 10,394 15,445 6,604

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

●

○

○

審査を行った者の数は、年度毎に増減は有るが全体的に増加傾向にある。介護給付を受ける場合、審査会を経て支
援区分の認定を受けることが必須であり成果はあがっているものと考える。令和6年度は、昨年より新規での申請
は減ったものの、更新での数が影響したもの。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）
維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

基礎的事務事業

なし

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

障害者自立支援法(H18年)の施行に伴い、障がい者の障がいの程
度を表す「障害程度区分」が設けられ、その判定等を行うための
市町村審査会が設置された。障害者総合支援法(H24年)が施行さ
れ、「障害程度区分」からどの程度の支援が必要かの度合いを表
す「障害支援区分」を審査することとなった。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

人

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-05-173

キーコード：1191

出力日：令和08年03月16日
事務事業名補装具費支給事業

15
基本事業： 01自立生活の支援 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①自立支援給付（介護給付）の利用者数
②自立支援給付（訓練等給付）の利用者数
③施設入所から在宅生活へ移行した障がい者数（計画期間内累計）
④障がい児通所支援の利用者数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

補装具を必要とする障がい者等（身体障がい者（児）、難
病患者）

＜給付の内容＞
障がい者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ長時間にわたり継続し
て使用されるもの等で、義肢、装具、車いす等の購入費・修理費について
支給。
＜給付の手続き＞
①障がい者等から市への申請（主治医の意見書、補装具の処方箋等を添付
）。　
②申請内容を審査し（高度の医学的判断を要するものについては、更生相
談所に判定を依頼）支給決定を行う。
③障がい者等と補装具製作業者による契約。
⑤製品引渡し後、市はその費用の9割を支給する（1割については利用者の
負担。利用者が負担することとなる額については所得額に応じて上限を設
ける。）。

障がい者等の身体機能を補完し、又は代替する補装具の購
入・修繕費の給付を行い、障がい者等がその有する能力及
び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むこと
ができるような状態にする。

計画年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

補装具費の支給を受けた障害者又は障害児の数 151 200176 200 200

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
21,005 26,879 28,022 28,022計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

10,502 14,380 14,011 14,011
5,251
0

7,190 7,005 7,005
0 0 0

0 0 0 0
5,252 5,309 7,006 7,006

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.6 0.6 0.6
4,689 4,814 5,029
25,694 31,693 33,051 28,022

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

●

○

○

補装具費の支給人数は増加傾向である。補装具費の支給は、身体の失われた機能を補完又は代替する用具として制
度の認知度が高く、支給状況は耐用年数や修理を要する状況の影響に左右される傾向が強い。支給対象は昨年から
25人増加。主な要因は修理件数の増加によるもの。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）
維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は大

小さい

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

平成18年10月の障害者自立支援法の施行により、補装具について
は、これまでの現物支給から補装具費の支給へ変わり、原則とし
て１割を利用者が負担することとなった。平成25年度から対象に
難病が加わり、対象となる難病は随時見直しされている。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

人

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-03-171

キーコード：1210

出力日：令和08年03月16日
事務事業名介護給付等事業

15
基本事業： 01自立生活の支援 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①自立支援給付（介護給付）の利用者数
②自立支援給付（訓練等給付）の利用者数
③施設入所から在宅生活へ移行した障がい者数（計画期間内累計）
④障がい児通所支援の利用者数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

障がい福祉サービスを受けようとする障がい者等（身体障
がい者、知的障がい者、精神障がい者及び政令で定める難
病である者）

＜給付の内容＞
①居宅介護、短期入所、施設入所支援等の介護給付費
②自立訓練、就労移行支援等の訓練等給付費
③児童発達支援、放課後等デイサービス等の児童通所給付費

＜給付の手続き＞
①障がい者等又は保護者から市への申請。
②障がい福祉サービスの必要性を明らかにするため、審査会の審査判定に
基づき障害支援区分の認定。
③障がい者等のサービス利用意向を聴取し、支給決定を行う。
④障がい者等が障がい福祉サービスを利用した場合、市はその費用の9割
を支給する（1割については利用者の負担。利用者が負担することとなる
額については所得額に応じて上限を設ける。）。

障がい者等に必要な障がい福祉サービスに係る給付を行い
、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は
社会生活を営むことができるような状態にする。

計画年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

障害者及び障害児のうち介護給付費・訓練等給
付費の支給を受けた者の割合

16.9 2017.58 20 20

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
3,619,647 4,144,157 4,349,087 4,852,636計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

1,808,443 2,038,440 2,172,631 2,424,286
904,221

0
1,019,220 1,086,315 1,212,143

0 0
0 0 0

906,983 1,086,497 1,090,141 1,216,207

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

2.15 2.15 2.15
16,802 17,249 18,019

3,636,449 4,161,406 4,367,106 4,852,636

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

●

○

○

障がい者等のうち給付費の支給を受けた者の割合が前年度から0.68％増加している。障がい者等が地域で生活して
いく上で必要不可欠な事業であり成果は上がっている。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）
増加対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は大

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

こども家庭課との連携を図ることで、こども発達相談室からの意
見書により暫定で障がい児通所施設の利用を認めている。

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

障がい保健福祉施策は、平成15年度から導入された支援費制度に
より運用がなされたが、様々な弊害を含んでいたため、平成17年
に障害者自立支援法が制定された。その後様々な改正を踏まえつ
つ平成25年に障害者総合支援法に移行している。

令和6年度報酬改定

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

％

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-09-175

キーコード：1224

出力日：令和08年03月16日
事務事業名障害児補装具利用者負担補助事業

15
基本事業： 01自立生活の支援 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①自立支援給付（介護給付）の利用者数
②自立支援給付（訓練等給付）の利用者数
③施設入所から在宅生活へ移行した障がい者数（計画期間内累計）
④障がい児通所支援の利用者数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

①障害児補装具費助成
　国の法律に基づき補装具費を支給した障がい児の保護者

②難聴児補聴器購入費助成事業
　軽度中等度難聴児の保護者

＜事業概要＞
①障害児補装具費助成
　障がい児が必要な補装具の購入又は修理を行ったときは「障害者総合支
援法」に基づき、その費用の100分の90に相当する補装具費を公費で支給
しているが、残りの100分の10に相当する障がい児の保護者の負担額を全
額市から助成する。

②難聴児補聴器購入費助成
　軽度・中等度難聴児の補聴器購入に要する経費に3分の2を乗じた額を助
成する。

＜関係例規＞
・筑紫野市児童補装具費の利用者負担額の助成に関する規則
・筑紫野市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

①障害児補装具費助成
　障がい児の補装具の購入等に要する保護者の負担を軽減
し、障がい児が身体に適合した補装具を使用できている。
②難聴児補聴器購入費助成事業
　身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴
児が言語の取得、教育等において健全に発達できている。

計画年度 平成19年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

障害児補装具費助成件数

難聴児補聴器購入費助成件数

42 40 45 45

1 1 3 3

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
518 701 655 731計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

0 0 0 0
31
0

87 80 80
0 0 0

0 0 0 0
487 614 575 651

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.1 0.1 0.1
782 802 838

1,300 1,503 1,493 731

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

●

○

　障害児補装具費助成については、毎年、対象者の8～9割程度に助成を行っている。高額な補装具の場合は、月額
負担上限額である37,200円に達することもあるため、保護者にとっては経済的負担の軽減につながっている。
 令和6年度については助成件数は下がったものの、対象となる児童は、毎年若しくは隔年で補装具修理や買い替え
をしており効果は上がっているものと思われる。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

　障がい児の補装具は、子どもの成長に伴い合わなくなるため、使用
年数が成人と比較して短いものが多く、保護者の負担となっている。
そのため、この制度によって、経済的な負担が軽減されている。
　近隣市では補装具費自己負担分への助成事業は行っておらず、障害
者総合支援法に基づく給付の上乗せとなっているため見直しの必要と
の意見がある。

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は中

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持○ 見直し● ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

障害者総合支援法の施行に伴い、保護者負担軽減の為事業を開始
したが、制度改正により非課税世帯等への軽減措置がなされ、当
初の目的は達成されたものと思われるので、今後廃止も含め検討
を行う。

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

「障害者自立支援法（現在の障害者総合支援法）」が、平成18年
10月に完全施行され、利用者の1割負担等が導入された。障がい
児の補装具は、子どもの成長により作成間隔が短く、保護者の負
担が大きいことから、独自の軽減措置として平成19年度から「障
害児舗装具費助成」を開始した。

　平成22年度からは、低所得者の利用者負担が無料となる利用者
負担軽減策が実施されている。
　平成26年度から、「福岡県軽度・中等度難聴児補聴器購入費助
成事業補助金制度」が制定されたことから、当市においては平成
26年10月から「難聴児補聴器購入費助成」を開始した。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

件

件

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 --

キーコード：1660

出力日：令和08年03月16日
事務事業名太宰府特別支援学校放課後等支援事業

15
基本事業： 01自立生活の支援 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①自立支援給付（介護給付）の利用者数
②自立支援給付（訓練等給付）の利用者数
③施設入所から在宅生活へ移行した障がい者数（計画期間内累計）
④障がい児通所支援の利用者数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

市内に居住し、太宰府特別支援学校の小学部に在学する児
童及び中学部又は高等部に在学する生徒。

太宰府特別支援学校に通学する児童生徒に放課後等活動の場を提供するこ
とを目的として筑紫地区4市（特別支援学校校区）で放課後等支援事業を
実施する。事業所に事業を委託し実施する。

福岡県立太宰府特別支援学校に通学する児童及び生徒に放
課後等の活動場所を提供するとともに、障がい児を日常的
に介護する保護者等の一時的な休息を確保すること。

計画年度 平成25年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

太宰府特別支援学校放課後等支援事業の利用者
数

253 242

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
4,139 3,098計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

1,321 775
660
0

387
0

72 81
2,086 1,855

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.1 0.1 0.1
782 802 838

4,921 3,900 838

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

○

●

放課後等支援事業の延べ利用者数は昨年から11人減少した。類似事業を行う放課後等デイサービス事業所が増えて
いることから、今後も児の通所が必要な方については、各市民間へ繋ぎ令和6年度で事業を終了した。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）
維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性が低い

影響度は小

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

あり

 

あり

余地なし

あり

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持○ 見直し○ ○廃止 ●事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

事業開始当時と比較し、類似事業を行う民間事業所が増えたこと
から、共同設置している筑紫地区3市と検討した結果令和6年度末
で事業を終了する。

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

太宰府特別支援学校が平成24年度開校したが、保護者から放課後
の支援を要望する意見が出された。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

人

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030101-07-130

キーコード：157

出力日：令和08年03月16日
事務事業名障害者支援の地域福祉活動助成事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 生活福祉課

担当係 地域福祉担当

障がい者支援の福祉活動を行う者（団体または個人） 　筑紫野市障害者支援の福祉活動支援事業実施要綱に基づき、市内で障が
い者支援の福祉活動を行う団体または個人に対し、活動の場の確保を目的
とした支援を行う。賃貸借契約による借家は5万円を限度として家賃の半
額を、敷金については10万円を限度として半額の助成を行う。

【助成の流れ】
　申請書提出→申請内容確認→助成金交付→実績報告

市内で障がい者支援の福祉活動を行う団体または個人を財
政面で支援することで、障がい者の社会参画を促進する。

計画年度 平成16年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 一般会計 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

助成団体の支援障がい者数 113 20038 130 50

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
537 541 549 549計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

0 0 0 0
0
0

0 0 0
0 0 0

0 0 0 0
537 541 549 549

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.05 0.02 0.11
391 160 922
928 701 1,471 549

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

○

●

<状況>支援障がい者数は、減少している。
<原因>遠方の施設入所や相談の終了等に伴い支援障がい者数が減少している。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）
維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は中

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

　障がい者の相談や活動などの拠点支援のために、「筑紫野市障
害者支援の福祉活動支援事業実施要綱」を平成16年に定め、福祉
活動を推進する団体および個人の家賃等の一部を助成している。

　平成25年4月施行の障害者総合支援法により、障がい者の社会
参加の促進が以前にも増して求められている。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

人

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-17-182

キーコード：201

出力日：令和08年03月16日
事務事業名福祉タクシー料金助成事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

筑紫野市に居住する重度の障がい者（児）
①身体障害者手帳(1,2級）の交付を受けている者
　・視覚障がい　・肢体不自由（上肢を除く）
　・心臓又はじん臓機能障がい　・呼吸器機能障がい
　・ぼうこう又は直腸機能障がい　・肝臓機能障がい
②療育手帳（Ａ）③精神障害者保健福祉手帳（1級）等

　　

申請者に対し、年間66枚の福祉タクシー利用券を交付し、利用したタクシ
ーの基本料金を助成する。

【委託先】
（社）福岡市タクシー協会、小笠木観光（有）、（合）にこやか、シンセ
ー介護（福祉）タクシー、福祉タクシーやまゆり、、福祉タクシー小宮、
（株）シバタ介護、（合）ＮＯＤＡオフィス、アイラブ介護（福祉）タク
シー、小郡ニュータウンタクシー（有）、（合）かすみ介護サービス、福
岡エムケイ（株）、みくに福祉タクシー、福祉タクシーなかやん、はなま
る介護タクシー、福祉タクシーもりもと、彩ケアタクシー、福祉タクシー
げんき家、介護タクシーぽれぽれLab

在宅の重度障がい者に対し、福祉タクシー利用券の交付について広報にて
制度の周知を行う。

重度障がい者の日常生活において、外出の機会を経済的に
容易にする。

計画年度 昭和61年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

申請者数

利用率

833 1,100821 1,035 1,035

30.7 34.5 46 46 50

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
7,576 9,866 12,318 12,120計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

0 0 0 0
0
0

0 0 0
0 0 0

0 0 0 0
7,576 9,866 12,318 12,120

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.1 0.1 0.1
782 802 838

8,358 10,668 13,156 12,120

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

●

○

○

手帳要件該当者（1,654人）中821人がタクシー券の交付を受けており割合は49.63％である。
使用状況は、交付したタクシー券54,186枚中18,718枚が使用されており、使用割合は34.54％となっている。
令和6年度より交付枚数を48枚から66枚に変更し、1回の利用額が1,000円を超える場合は2枚の利用を可能としたた
め申請者数は横ばい傾向だが、利用率は増加した。公共交通機関の利用が困難な障がい者にとって、タクシー料金
助成制度の存在する意味は大きいと推察される。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

タクシー券の交付枚数や額面について、自治体間でばらつきがあり見
直しを検討する余地がある。他市ではじん臓機能障がい１級の場合、
年間の交付枚数を増やしているところもある。
令和6年度より配布枚数、運用方法を見直したため経過を見る必要が
ある。

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は中

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

他市を参考としながら対象者の要件等の見直しを検討する。

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

昭和61年在宅の心身に重度の障がいがある者に対し、日常生活の
利便性と社会活動の範囲の拡大を図るため、タクシー利用料金の
一部を助成する制度を開始。平成22年度からは肝臓機能障がい(1
.2級)平成29年度からは下肢、体幹、平衡機能3級で他の障がいと
重複で1.2級になる者を対象に追加。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

人

％

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-20-185

キーコード：208

出力日：令和08年03月16日
事務事業名障害者住宅改造費助成事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

在宅の身体障がい者（児）・知的障がい者（児）またはこ
れらと同居する世帯

在宅の障がい者等と同居する世帯に対し、障がい者等に配慮した住宅に改
造する費用の全部又は一部を助成することにより、自立した日常生活を支
援し、介護者の負担を軽減する。
＜事務事業の内容＞
1　身体及び知的障がい者（児）本人又は同居者からの申請
2　障がいの内容・世帯の所得・工事の内容等の審査
3　審査後、対象となる場合通知を行う。
4　工事の完了と支払いをされていることを確認した上で、費用の全部又
は一部を助成する。その際、障害者日常生活用具給付等事業の支給決定の
対象となる費用を除いた費用について30万円を限度として助成する。

住宅改造費を助成することにより障がい者の自立を助長し
、介護者の負担の軽減を図る。

計画年度 平成07年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

助成件数 2 10 2 2

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
600 0 600 600計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

0 0 0 0
300
0

0 300 300
0 0 0

0 0 0 0
300 0 300 300

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.05 0.05 0.05
391 401 419
991 401 1,019 600

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

●

○

令和6年度の申請はなかったが、申請までにいたらない相談はあるため本事業の必要性はあるものと考える。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

県要綱に従い実施しており内容等についての見直しは難しい。維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は中

小さい

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

あり

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

在宅の要援護高齢者若しくは障がい者又は同居する世帯に対し、
自立した日常生活を営むための住宅改造資金を助成する県の福岡
住みよか事業の発足に伴い、平成7年筑紫野市高齢者等住宅改造
費助成事業を開始した。

障害者自立支援法の施行以来、障がい者の地域生活移行が以前に
増して推進されている。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

件

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-12-178

キーコード：209

出力日：令和08年03月16日
事務事業名障害者日常生活用具費支給事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

在宅の障がい者及び障がい児 障がい者等の日常生活がより円滑に行われるための用具の購入等に要する
費用の一部又は全部を日常生活用具費として支給することにより、日常生
活の便宜を図る。
＜事業の内容＞
①障がい者等又は保護者の支給申請に基づき審査を行い、支給決定となっ
たときは、日常生活用具支給券を交付する。
②支給決定を受けた障がい者等が用具を購入したときは、支給券に領収書
等を添えて購入費用の90/100に相当する額（但し、排泄管理用具について
は100/100。また、利用者負担額が障害者総合支援法施行令に定める上限
額を超えるときは、費用から上限額を控除した額）を請求する。
③支給に関しては、用具の製作・販売業者が障がい者等の同意を受けてい
る場合は、業者に支給することができる。

日常生活用具の購入等に要する費用の一部又は全部を日常
生活用具費として支給することにより、日常生活の便宜を
図り、自立した日常生活を営むことができるようにする。

計画年度 昭和47年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 一般会計 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

日常生活用具費の支給件数

日常生活用具費の支給人数

2,291 2,4002,265 2,400 2,400

247 254 270 270 270

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
27,526 28,304 29,952 29,000計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

8,774 7,067 10,696 9,844
4,387
0

3,547 5,348 4,922
0 0 0

0 0 0 0
14,365 17,690 13,908 14,234

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.3 0.3 0.3
2,345 2,407 2,514
29,871 30,711 32,466 29,000

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

●

○

支給人数は増加傾向にある。日常生活用具費の支給額のうち81.39％をストーマ装具等の排泄管理用具が占めてお
り、対象者にとっては生活上なくてはならない用具であり需要も高い。また、障がい特有の用具も多く取り扱い事
業者も限られている。障がいによる生活の困難さを抱える方にとっての生活を支える用具の購入にかかる費用を負
担する事業として定着している。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

障害者総合支援に基づいて実施しており、本事業については市町村事
業として位置づけられている。そのため市において具体的な内容につ
いて決めることができるが、見直しにあたっては内容を精査し障がい
者等の状況に応じたものとする必要がある。類似事業として「補装具
費支給事業」があるが、当該事業は、障がい者の身体機能を補うため
の用具の購入・修理の費用を支給する事業であり、本事業とは障害者
総合支援法の目的・位置付けが異なる事業である。

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は中

小さい

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

あり

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

近隣自治体の状況や用具普及状況等の把握に努め、必要に応じ随
時見直しを行っていく。

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

平成18年度の障害者自立支援法(現障害者総合支援法)の施行によ
り、ストーマ装具等を補装具から再編し施行された。当該装具は
、日常生活に欠かせない排泄管理用具であることから基準額の範
囲内で利用者負担が生じないようにしている。平成22年度からは
、低所得者の利用者負担額軽減策が実施されている。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

件

人

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-21-186

キーコード：210

出力日：令和08年03月16日
事務事業名重度心身障害者福祉手当給付事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

筑紫野市に居住する重度の身体障がい者(1,2級)・知的障
がい者（Ａ）・精神障がい者(1級)及び障害年金受給者(1,
2級)であって、在宅で日常生活を行っている方又はその保
護者

対象者からの申請を受け付け、筑紫野市重度心身障害者福祉手当支給条例
に照らし合わせ審査を行う。
支給要件に該当する者に対して、手当（月額3,500円）の支給決定を通知
する。
手当の支給については、原則として年1回12月に対象月数(前年12月から11
月までの12ヶ月)分を指定された口座に振り込む。
新規対象者については、申請の翌月分からの支給となるため、対象月から
11月までの月数分を口座に振り込む。

手当を支給することにより該当者の福祉の増進を図る。

計画年度 昭和49年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 一般会計 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

重度心身障害者福祉手当の支給を受けた者 1,941 2,0501,984 2,050 2,050

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
76,114 78,330 79,198 78,771計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

0 0 0 0
0
0

0 0 0
0 0 0

0 0 0 0
76,114 78,330 79,198 78,771

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.2 0.2 0.2
1,563 1,605 1,676
77,677 79,935 80,874 78,771

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

●

○

○

手当の支給を受けた人数は昨年から43人増加している。対象者にとってニーズの高い事業である。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

自治体によって対象者の要件等にばらつきがあるので、他自治体を参
考に要件の見直しについて検討する余地がある。

増加対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は中

小さい

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

あり

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

受給対象要件に所得制限を行う場合は、特別障害者福祉手当の基
準を参考にすることが妥当と考える。その場合、所得制限の該当
者は一部である。所得制限を導入する場合毎年申請し確認作業が
伴い更なる事務量の増加が発生する。

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

重度障がい者に対し、福祉手当を支給し、その福祉の増進を図る
ことを目的として、昭和49年から開始された事業である。
平成14年度から公的年金制度で1級2級の年金を受給している人を
対象者に加え、福祉手当の額を月額2,000円から3,500円に改定し
ている。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

人

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030104-03-168

キーコード：224

出力日：令和08年03月16日
事務事業名筑紫野市身体障害者福祉協会補助事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 生活福祉課

担当係 地域福祉担当

筑紫野市身体障害者福祉協会 　市の障がい者福祉活動の中心的役割を担う筑紫野市身体障害者福祉協会
の活動に対して補助を行うもの。

【筑紫野市身体障害者福祉協会の活動】
　・軽スポーツ教室、ボウリング、ボッチャ、フライングディスクなど
　・グラウンドゴルフ大会
　・定例会議、交流会　等

　筑紫野市身体障害者福祉協会の活動が充実・活性化し、
障がい者の相互交流や社会参加をはじめとした障がい者福
祉施策全般の推進が図られている。

計画年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 一般会計 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

筑紫野市身体障害者福祉協会会員数

各種事業参加者合計数

105 200104 100 110

225 240 250 250 400

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
600 600 540 540計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

0 0 0 0
0
0

0 0 0
0 0 0

0 0 0 0
600 600 540 540

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.02 0.03 0.06
156 241 503
756 841 1,043 540

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

●

○

指標A<状況>会員数が低下傾向であったが横ばいになっている。
<原因>協会の会員増加への取組（広報掲載、チラシ配布など）の成果。
指標B<状況>参加者数は増加している。
<原因>新型コロナウイルス感染症の影響で減少していたが、事業の種類を増やすなど事務局が工夫をしたため。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

・新規会員を増やすために募集チラシを作成するなど、会員増に向け
た取り組みを行っている。

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は中

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

あり

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

「ノ－マライゼ－ション」と「リハビリテ－ション」を基本理念
とし、障がい者福祉の増進を図るため、筑紫野市身体障害者福祉
協会に運営の補助をすることとしている。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

人

人

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-13-179

キーコード：225

出力日：令和08年03月16日
事務事業名意思疎通支援事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

聴覚、言語機能、音声機能の障がいのため、意志疎通を図
ることに支障がある障がい者

1　専任手話通訳者設置（2名）
　市役所での各種申請手続きや相談等における意思疎通のための手話通訳
や、登録手話通訳者の派遣調整を主たる業務として、専任手話通訳者２名
を生活福祉課に配置。
2　登録手話通訳者派遣（21名）
　利用登録者から生活福祉課へFAX等による派遣依頼を受け、専任手話通
訳者が派遣調整を行い、登録手話通訳者（筑紫野市手話の会）を病院・学
校・家庭・職場・市役所等へ派遣。
3　手話奉仕員養成講座開催
　手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙や手話表現の技術を習得した
手話奉仕員を養成するための講座を実施。
4　聴覚障害者相談員設置
　毎月第1・3月曜日に聴覚に障がいを持つ相談員が、手話を用いて聴覚障
がい者からの相談を受付。

聴覚障がい者等とその他の者の意志疎通を仲介する手話通
訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図り、聴覚障
がい者等が自立した日常生活や社会生活を営むことができ
るようにする。

計画年度 平成11年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 一般会計 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

手話通訳者派遣回数

手話奉仕員養成講座を受講した後、活動してい
る人数

302 480496 480 480

8 11 5 5 5

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
4,340 8,629 9,147 9,606計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

1,334 1,917 3,003 2,710
667
0

958 1,501 1,355
0 0 0

0 0 0 0
2,339 5,754 4,643 5,541

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.2 0.2 0.2
1,563 1,605 1,676
5,903 10,234 10,823 9,606

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

●

○

○

令和5年度は手話通訳者の派遣回数は減少した（週2回利用していた方の利用が減ったため）が、令和6年度につい
ては、介護（入浴、リハビリ）での派遣依頼が増えたため派遣回数が増加した。言語聴覚障がい者にとって、他者
との意思疎通を図る場合になくてはならない事業である。
市主催の手話奉仕員養成講座について、日中活動ができる手話通訳者の養成のため、令和4年度から昼間開催とし
た。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

手話奉仕員養成研修並びに専門性の高い意思疎通支援を実施するため
、養成カリキュラム及び学習指導要領が新たに定められ、令和7年度
から新カリキュラムでの手話奉仕員養成研修を行っていく。

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は大

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

　

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

平成11年10月から登録手話通訳者派遣事業を実施。平成13年度か
らは市役所での手話通訳や、登録手話通訳者の派遣調整を行う専
任手話通訳者を生活福祉課に配置した。平成18年度の障害者自立
支援法の施行により、地域生活支援事業の市町村必須事業である
意思疎通支援事業へと移行した。

障害者差別解消法が平成28年4月1日施行された。
福岡県手話言語条例が令和5年4月1日に施行された。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

回

人

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030104-02-167

キーコード：228

出力日：令和08年03月16日
事務事業名障害者社会参加促進事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 生活福祉課

担当係 地域福祉担当

・障がい者およびその家族
・市民

　市、障がい者団体等の代表者で組織される実行委員会（筑紫野市カミ－
リヤフェスティバル実行委員会）において、フェスティバルの内容（バザ
－・ステ－ジ発表等）を検討し、実施する。
　フェスティバルの運営費用は健康推進課の「カミ－リヤフェスティバル
事業」から支出。本事業からは、屋外テントの設営費用を支出する。

【カミーリヤフェスティバルの概要】
　　日程：毎年度10月第1日曜日
　　会場：カミーリヤ
　　内容：展示・体験コ－ナ－、食品・物品バザ－コ－ナ－、
　　　　　ステ－ジ発表、健康づくり・健康相談コ－ナ－　等
　　

　障がい者に活動の場を提供し、障がい者の社会参加が促
進されるとともに、市民の障がい者に対する理解が深まる
。

計画年度 平成09年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 一般会計 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

イベント出展した障がい者団体数

イベント出展に参加した障がい者数

0 1513 15 15

0 65 100 100 100

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
0 330 967 1,001計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

0 0 0 0
0
0

0 0 0
0 0 0

0 0 0 0
0 330 967 1,001

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.01 0.15 0.19
78 1,203 1,592
78 1,533 2,559 1,001

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

●

○

指標A　令和5年度まで新型コロナウイルス感染症対策のためカミーリヤフェスティバルを中止としており、令和6
年度に把握した。
指標B　指標Aと同様に参加者数についても令和6年度に把握した。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

　本事業の成果を向上させるためには、バザ－やステ－ジイベントの
魅力を向上させ、障がい者と市民が触れあうことができる機会を増加
させる必要がある。実施後は、参加団体と事務局とで反省会を開催し
ており、翌年の開催に生かすようにしている。

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は小

小さい

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

あり

 

なし

余地なし

あり

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

　平成9年度から「障害者の日」記念事業として、市内の障がい
者及び障がい者団体・施設、特別支援学校などが参加する「ゆっ
くりフェスタ」を文化会館で開始。平成13年度から「生涯学習フ
ェスティバル」、平成16年度から「カミ－リヤフェスティバル」
と同時開催することとなり、会場変更を行った。

令和2年度から新型コロナワクチン接種のため中止となっていた
が、令和6年度は5年ぶりに開催した。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

団体

人

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-10-176

キーコード：1190

出力日：令和08年03月16日
事務事業名自立支援医療費・療養介護医療費支給事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

自立支援医療を受けようとする障がい者等（法に規定する
身体障がい者、障がい児、精神障がい者）

＜事業の内容＞育成医療、更生医療、精神通院医療及び療養介護医療で構
成されている。更生医療、育成医療、療養介護医療について支給認定及び
費用負担を行う。精神通院医療については申請受理、進達を行う。
＜利用手続き＞
①障がい者等から市へ自立支援医療の支給の申請。
②障がい者更生相談所へ判定依頼。
③障がい者等の世帯の所得の状況、治療状況を勘案して支給認定を行う。
④支給認定の有効期間、指定自立支援医療機関の名称、及び負担上限月額
等を記載した受給者証を交付。
⑤市は健康保険の療養の額の算定方法の例により算定した額の9割を支給
する（1割については利用者の負担。利用者が負担することとなる額につ
いては所得額に応じて上限を設ける。）。

障がい者等の心身の障がいの状態の軽減を図るために必要
な医療を行うことによって、自立した日常生活又は社会生
活を営むことができるような状態にする。

計画年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

更生医療の支給を行った者の数

精神通院医療の支給を行った者の数

371 400359 400 400

2,104 2,202 2,400 2,400 2,400

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
144,263 146,630 159,758 156,031計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

72,815 69,687 79,703 77,854
36,407

0
34,843 39,851 38,927

0 0 0
0 0 0 0

35,041 42,100 40,204 39,250

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.9 0.9 0.9
7,034 7,221 7,543

151,297 153,851 167,301 156,031

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

●

○

令和6年度は、更生医療の支給は12人減ったものの、精神通院医療の支給は98人増加している。本制度の対象とな
る事業は、対象者にとって治療だけでなく経済的負担も大きく欠くことのできない事業である。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

精神通院医療は、治療が長期にわたり就労も困難な方が多いので経済
的負担の軽減を図ることで治療の継続につながる。また、更生医療は
生命に関わる治療であるが治療費の負担が大きい。この制度を利用す
ることで治療を受け易くなっている。

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は大

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

平成18年度障害者自立支援法の施行により、「更生医療(身体障
害者福祉法)」「育成医療(児童福祉法)」「精神通院医療(精神保
健福祉法)」と、各個別の法律で規定されていた医療制度が、自
立支援医療制度に一元化され、利用者負担の仕組み、支給認定の
手続きが共通化された。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

人

人

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-11-177

キーコード：1194

出力日：令和08年03月16日
事務事業名地域生活支援事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

・障がい者(難病対象者含む）及び障がい児 「障がい者総合支援法」に基づき、各市町村が実施する地域生活支援事業
のうち、4つの必須事業と7つの任意事業、計11の事業を実施するもの。
＜実施事業＞
１．必須事業　①理解促進啓発　②相談支援　③成年後見制度利用支援　
　　　　　　　④移動支援
２．任意事業
　・日常生活支援　⑤訪問入浴サービス　⑥日中一時支援
　　　　　　　　　⑦地域資源開発・利用促進
　・社会参加支援　⑧レクリエーション活動等支援　⑨声の広報発行
　・その他　　　　⑩運転免許取得助成　⑪自動車改造助成
＜令和6年度実績（延べ人数）＞
　相談支援：4,047人、移動支援：703人、訪問入浴サービス：707人
　日中一時支援：375人、スポーツ教室：238人、声の広報：84人　
　運転免許取得助成：1人、自動車改造助成：2人

　障がい者及び障がい児等がその有する能力及び適性に応
じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができてい
る。

計画年度 平成18年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

本事業を利用することによって、自立した日常
生活を営みやすくなった障がい者等数

延べ利用者数

1,547 1,5001,518 1,500 1,500

6,417 6,157 7,000 7,000 7,000

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
37,510 42,226 46,028 46,837計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

11,981 10,641 11,655 15,322
5,992
0

5,323 5,829 7,661
0 0 0

0 0 0 0
19,537 26,262 28,544 23,854

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

1 1 1
7,815 8,023 8,381
45,325 50,249 54,409 46,837

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

●

○

令和3年度に「筑紫野市障がい者基幹相談支援センター」を開設したことに伴い、相談支援の利用人数が大きく増
加した。増加後は、年度毎に利用状況のばらつきはあるものの、大きな変動はない状況である。令和6年度は相談
支援事業の延べ件数が257人減少したことが主な要因であり、移動支援などのサービスの内容によっては増加して
いる事業もあるため、域生活支援事業は、障がい者等が個人の尊厳をもって日常生活又は社会生活を営むため必要
な事業である。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

相談件数が増加したことで相談支援員兼調査員の負担が増加したため
、負担軽減策として調査業務の一部を外部委託した。

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は大

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

平成18年度の「障害者自立支援法」施行以降、数々の見直しが実
施され、平成24年度に「障害者総合支援法」が施行。平成30年度
から支援法においては自立支援給付と地域生活支援事業の２本柱
の構造となっている。

地域生活支援事業：10の必須事業のうち4事業を別事業で管理
・意思疎通支援事業
・日常生活用具支給事業
・手話奉仕員養成研修事業
・地域活動支援センター機能強化事業

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

人

人

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-15-181

キーコード：1213

出力日：令和08年03月16日
事務事業名地域活動支援センター補助事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

地域活動支援センター ＜事業概要＞
　地域活動支援センターを経営する事業を行う社会福祉法人、公益法人、
特定非営利活動法人等の団体に対して補助を行う。

＜補助金額＞
　基礎的事業：4,400千円/年
　機能強化事業：(Ⅰ型)500千円/月
　Ⅰ型 ピアッツア桜台 4,400千円＋(500千円×12月)＝10,400千円/年
　　
【地域活動支援センターの活動】
　①創作的活動又は生産活動の機会の提供に関する業務
　②社会との交流の促進等の便宜供与に関する業務
　③その他、市長が必要と認める業務

　地域活動支援センターの運営を支援することで、センタ
ーの活動が活性化され、障がい者及び障がい児の地域生活
支援が促進される。

計画年度 平成18年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

施設利用登録者数

施設利用者延べ人数

93 9094 90

12,843 10,121 12,000 12,000

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
10,400 10,400 10,400 10,400計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

1,911 1,499 2,143 3,000
955
0

749 1,071 1,500
0 0 0

0 0 0 0
7,534 8,152 7,186 5,900

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.05 0.05 0.05
391 401 419

10,791 10,801 10,819 10,400

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

○

●

　令和6年度の登録者数は横ばい状態あるが、施設利用延べ人数は相談件数が減少したことによるものです。地域
活動支援センターは、精神障がい者にとって自宅と病院以外の第3の居場所として貴重な場所となっており、事業
の必要性は高いと考える。また、利用する中で他の福祉サービスの利用が可能と判断された場合には、自立への支
援として通所サービスにつなげる等の支援が行われているため、登録者数が増加し続ける状況とはなっていない。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

　精神障がい者にとって自宅と病院以外の第3の居場所として貴重な
場所となる本事業の役割は大きい。また、本人の希望を尊重し利用時
間及び活動内容を選択ができるため、精神障がい者にとって利用しや
すい支援となっている。
　ピアッツァ桜台については、本市会議や筑紫地区地域自立支援協議
会において、自治体や他事業体と連携し事業を行っている。
また、登録利用者も一定しており、継続的な利用者も多く精神障がい
者の居場所となっている。

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は中

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

あり

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

　平成18年に施行された障害者自立支援法により、精神障害者地
域生活支援センターであった「ピアッツァ桜台」は地域活動支援
センターⅠ型へ、又心身障害者共同作業所であった「ほむら」は
、地域活動支援センターⅢ型へと移行したことに伴い、補助を開
始した。「ほむら」は平成28年度で撤退。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

人

人

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-25-189

キーコード：1634

出力日：令和08年03月16日
事務事業名身体及び知的障害者相談事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

市内に居住する身体及び知的障がい者 ・身体障害者相談員の設置
原則として身体に障がいのある者で、人格見識が高く、社会的信望があり
、身体に障がいのある者の福祉増進に理解と熱意を有し、奉仕的に活動が
でき、その地域の実情に精通している者であって、筑紫野市身体障害者福
祉協会の推薦を受けた者のうちから、身体障害者相談員を選出し、障がい
者からの相談業務にあたる。令和6年度現在の相談員数：5名

・知的障害者相談員の設置
人格見識が高く、社会的信望があり、知的に障がいのある者の福祉増進に
理解と熱意を有し、奉仕的に活動ができ、その地域の実情に精通している
者のうちから知的障害者相談員を選出し、障がい者からの相談業務にあた
る。令和6年度現在の相談員数：2名

身体及び知的障がい者又はその保護者からの更生援護のた
めの相談に応じて必要な指導及び支援を行い、もって身体
及び知的障がい者の福祉を増進する。

計画年度 平成24年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

相談件数

相談人数

87 15072 150 150

63 58 100 100 100

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
152 167 173 174計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

0 0 0 0
0
0

0 0 0
0 0 0

0 0 0 0
152 167 173 174

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.1 0.1 0.1
782 802 838
934 969 1,011 174

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

○

●

令和6年度は、相談件数、人数ともに減少しているが、身体障害者相談員はご自身が身体障がい者であり、また、
知的障害者相談員は知的障がい者を日常的に支援していることから、相談内容についても適切に対応ができており
、また、相談内容も身近な生活に関連したものが多い。相談員を頼り相談をしている方もいるため基幹相談支援へ
の繋ぎとしての効果もあると思われる。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

平成24年4月の法改正により障がい福祉サービス･障がい児通所支援を
利用する場合はサービス等利用計画（又は障がい児支援利用計画）を
作成することが必須となった。平成27年度より全ての利用者に計画が
必要となったことで、相談支援事業者への相談が増えたことにより、
障害者相談員への相談件数の減少に繋がっていると思われる。

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は小

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

身体及び知的障害者相談員については、県を実施主体に、平成5
年10月から各市町村に設置されていたところであるが、「地域の
自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法
律の整備に関する法律（平成24年4月1日施行分）」により、その
実施主体が市町村へ権限委譲されたところである。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

件

人

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-27-191

キーコード：1799

出力日：令和08年03月16日
事務事業名食の自立支援事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

　一人暮らしの障がい者、または障がい者のみの世帯で、
調理や買い物等が困難で見守りが必要な方

　夕食を430円で配達。配達は社会福祉協議会が行っている。

【利用までの流れ】
1.障がい者本人からの申請
2.申請者の自宅を職員が訪問し本人の身体状況等の聞き取りを行う。
3.聞き取りの調査内容を元に利用の可否の判断を行う。
4.利用決定通知を本人及び社会福祉協議会へ郵送する。
5.社会福祉協議会が本人宅を訪問、利用の説明や支払方法手続き。
6.配達開始
　

　栄養バランスのとれた食事を提供することにより健康の
保持及び配達時に弁当を手渡しすることで安否確認により
身体状況の変化に早期に対応する。

計画年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

利用登録者数

配食数

4 43 4 4

742 729 1,460 1,460 1,460

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
593 677 1,128 1,504計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

0 0 0 0
0
0

0 0 0
0 0 0

319 313 580 773
274 364 548 731

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.1 0.1 0.1
782 802 838

1,375 1,479 1,966 1,504

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

○

●

令和6年度は、昨年から1名減の3名利用。利用は減少傾向にある。
見守りを必要とする障がい者ニーズは増加しているが、65歳以上は高齢者として支援を行っている。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

利用登録者数は大きく伸びないものの、64歳以下の障がい者を対象と
した「見守り」の要素が強く、必要な事業と考える。

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は小

小さい

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

独居の障がい者等を対象に配食サービスを通じて見守りを行うも
の。なお、社会福祉協議会との委託契約については、高齢者支援
課が行っており、当課では64歳以下の障がい者を対象とする。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

人

食

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030105-28-192

キーコード：1846

出力日：令和08年03月16日
事務事業名「障害」児・者（きょうだい児）緊急預かり・相談支援事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

緊急預かり：障がい児・者及び同居家族（きょうだい児）
相談支援：障がい児・者及びその家族

○緊急預かり
・緊急な要件により家族が障がい児・者を支援できない場合又は障がい児
・者の緊急な要件のため家族がそのきょうだい児をみることができない場
合に、「障害」児・者問題を考える会の託児ボランティア又は会の事務局
員が支援を行う。
・利用までの流れ
　希望者は、直接会に電話等で支援の相談を行う。
　対象者の状態・希望日時などを聞き取り、担当者を選定する。
　希望者に、会の事務所へ対象者・児を連れてきてもらいあずかる。
○相談事業
・会の事務局員が対象者からの相談を聞き、必要に応じ関係機関を紹介す
るなどの支援を行い問題の解決を図る。

障がい児・者及びその家族を支援することにより、地域の
中で安心して生活することができる。

計画年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

緊急預かりを実施した人数

相談支援を行った件数

84 7062 70 70

409 437 500 500 500

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
300 300 300 300計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

0 0 0 0
0
0

0 0 0
0 0 0

0 0 0 0
300 300 300 300

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.2 0.2 0.2
1,563 1,605 1,676
1,863 1,905 1,976 300

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

●

○

緊急預かり人数については、昨年度と比較して減少している。
感染に注意しながら預かり業務を実施しており、利用者は増加している。相談については、オンライン相談等の取
り組みにより利用が増えている。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

＜状況＞
＜原因＞
＜課題＞

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は中

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

当初は市民提案型の市民協働事業として実施。平成29年度につい
ては予算流用により生活福祉課へ移管。平成30年度より生活福祉
課予算により実施している。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

人

件

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 --

キーコード：1972

出力日：令和08年03月16日
事務事業名拡大重度障害者医療費支給事業

15
基本事業： 02地域生活支援の基盤づくり 担当部 市民生活部

基本事業の
成果指標

①地域生活支援事業により生活改善されている障がい者等の延べ人数
②自立支援医療（精神・更生・育成）による助成を受け、経済的負担が軽減
されている障がい者等の人数

担当課 国保年金課

担当係 医療年金担当

　身体障がい者手帳１・２級、知的障がい者手帳A、精神
手帳１級を持つ３歳以上中学生までの重度障がい者。

　重度障がい医療支給制度の対象者にその者又保護者の経済的負担を
  軽減するために市単独で支給するもの。

　（県負担金）
　3歳～中学生    通院　500円・入院：500円/日（月7日上限）一般
　　　　　　　　　　　　　　　入院：300円/日（月7日上限）低所得
　　
　

　保護者への経済的負担を軽減する。

計画年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

扶助費 627

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
241 632計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

0 0
0 0
0 0
0 0
241 632

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.3 0.3
2,407 2,514
2,648 3,146

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

●

○

○

＜状況＞医療費が増加した。
＜原因＞令和６年10月から子ども医療費助成内容拡大に伴い、同事業も同様に拡大したため医療費が増加した。
＜課題＞医療費助成内容の拡充で今後の医療費の増加が見込まれ、令和７年10月からも拡大予定。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

対象者の助成内容を拡充することで、保護者の経済的な負担軽減に繋
がっている。

増加対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は大

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

令和6年10月から子ども医療助成拡充に伴い実施

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

福岡県公費医療費支給制度として昭和49年10月に県補助事業とし
て発足。平成20年10月から精神障がい者（精神福祉手帳1級）の
助成開始。

令和6年度から重度障害者医療対策一般事業（297）は廃止されて
、新たに拡大重度障害者医療費支給事業を新設

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）



施　　策： 財務コード障がい者福祉の充実 01030104-04-169

キーコード：199

出力日：令和08年03月16日
事務事業名障害者福祉長期行動計画推進事業

15
基本事業： 99施策の総合推進 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

市内の障がい者（身体障がい、知的障がい、精神障がい、
他）
障がい者施策実施状況を報告するための障害者施策推進協
議会

「第４期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画（令和６年度～）」の計画の
実施状況、点検の結果を推進協議会へ報告し、意見を求め、障がい者施策
の進行管理を図るものである。
・令和４年度については、「第４期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画」
　策定へ向けての実態調査を行った。
・令和５年度は、「第４期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画」の作成を
行った。

本市の障がい者施策に関する所管施策状況を、年度ごと報
告することにより進行管理を行う。

計画年度 平成17年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

進捗状況達成率 94.4 10098.8 100 100

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
1,283 70 92 92計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

0 0 0 0
0
0

0 0 0
0 0 0

0 0 0 0
1,283 70 92 92

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.4 0.4 0.4
3,126 3,209 3,352
4,409 3,279 3,444 92

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

●

○

○

令和4年度は、進捗状況管理の報告の他、次期障がい者福祉長期行動計画」の策定にむけ実態調査を行った。
令和5年度は、進捗状況管理の報告及び次期障がい者福祉長期行動計画を策定するための協議を行い「第4期筑紫野
市障がい者福祉長期行動計画」の作成を行った。
令和6年度は、R5が第3期の最終年度のため実績報告を行った。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）
維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は大

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

障害者基本法第11条第3項により市町村障害者計画の策定が義務
付けられており、同法第36条第4項による障害者施策推進協議会
を設置することにより、障害者施策ごとの事業の進捗状況を報告
し意見を聴取、計画の改定に反映させている。
平成30年3月に第3期障がい者福祉長期行動計画を策定した。

令和6年4月に第4期障がい者福祉長期行動計画を策定した。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

%

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）


